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（単位　千円）

起債の方法 利　率 償還の方法

総合野外活動センター整備事
業債 118, 800

生涯学習センター整備事業債 309, 000

林業施設災害復旧事業債 2, 600

河川等災害復旧事業債 50, 000

８年度借換債 300, 700

5, 666, 600

年５％以内

あただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率の見直しをあ
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率。あ

あ政府資金につ
いてはその融資
条件による。銀
行その他の場合
には、その債権
者と協定するも
のとする。ああ
　ただし、財政
等の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮あ
し、もしくは繰
上償還又は借換
えすることがで
きる。ああああ
あああああ

合         計

起　債　の　目　的 限　　度　　額

あ証券発行の
方法によって
起債する場合
発行価格が額
面金額を下回
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額。あ

あ証書借入0
ああ又はあ0
あ証券発行0

あ発行価格0
は額面金額0
100円につき
98円以上と0
する。ああ0
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宇治市告示第６０号 

   公金事務の委託について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の

規定により、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により告

示します。 

  令和８年５月１日 

                     宇治市長 松村 淳子   

１ 指定公金事務取扱者の名称及び所在地 

   宇治商工会議所 

   宇治市宇治琵琶４５番地の１３ 

２ 委託事務 

   宇治市産業会館における使用料の徴収 

３ 指定日 

   令和８年４月１日 

４ 委託日 

   令和８年４月１日 

５ 委託期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

宇治市告示第６１号  

   議決予算の公表について  

令和８年２月招集の宇治市議会定例会において議決された予算の

要領を、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項

の規定により、次のとおり告示します。  

令和８年５月１日  

                  宇治市長 松村 淳子  

 

令 和 ８ 年 度 宇 治 市 一 般 会 計 予 算  

 令 和 ８ 年 度 宇 治 市 の 一 般 会 計 の 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ

に よ る 。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

79,5 50,0 00 千 円 と 定 め る 。  

歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 は 、「 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

（ 債 務 負 担 行 為 ）  

地 方 自 治 法 第 ２ １ ４ 条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す

る 行 為 を す る こ と が で き る 事 項 、期 間 及 び 限 度 額 は 、

「 第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。  

（ 地 方 債 ）  

地 方 自 治 法 第 ２ ３ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 起 こ す

こ と が で き る 地 方 債 の 起 債 の 目 的 、限 度 額 、起 債 の

方 法 、 利 率 及 び 償 還 の 方 法 は 、「 第 ３ 表  地 方 債 」

に よ る 。  

（ 一 時 借 入 金 ）  

地 方 自 治 法 第 ２ ３ ５ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 一

時 借 入 金 の 借 入 れ の 最 高 額 は 、 10,00 0,000 千 円 と

定 め る 。  

（ 歳 出 予 算 の 流 用 ）  

地 方 自 治 法 第 ２ ２ ０ 条 第 ２ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ

り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 す る こ と が

で き る 場 合 は 、 次 の と お り と 定 め る 。  

各 項 に 計 上 し た 給 料 、職 員 手 当 及 び 共 済 費 に 係 る 予

算 額 に 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に お け る 同 一 款 内 で の

こ れ ら の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用  

 

 

第 １ 条  

２  

第 ２ 条  

第 ３ 条  

第 ４ 条  

第 ５ 条  

(1)  









自 令和　８年度

至 令和１１年度

自 令和　８年度

至 令和１１年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和１２年度

自 令和　８年度

至 令和１１年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和１７年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

 第２表　債務負担行為 
(単位　千円)

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

ＤＸ推進支援業務委託事業 45, 000

ＪＲ宇治駅前自動車駐車場・近鉄大久保駅前自
動車駐車場指定管理事業 30, 000

植物公園指定管理事業 1, 036, 000

132, 000
左の金額に対す
る利息額及び事
務費をそれぞれ
加算した額

黄檗公園再整備事業（プール改修） 120, 000

株式会社日本政策金融公庫小規模事業者経営改
善資金貸付制度に対する利子補給補助
（令和８年度融資分）

融資金利子の内1. 4%の利率に相
当する額。ただし、融資金利子
が1. 4%を下回る場合はその融資
金利子に相当する額（融資実行
日から36ヵ月分）

382, 000黄檗公園・東山公園・西宇治公園指定管理事業

産業振興センター長寿命化事業（エレベー
ター） 23, 800

宇治伊勢田線道路築造用地購入事業

巨椋ふれあい運動ひろば指定管理事業 2, 100

清掃車両購入事業

宇治市中小企業低利融資制度に対する利子補給
補助（令和８年度緊急融資分）

融資金利子に相当する額（融
資実行日から24ヵ月分）

42, 000

道路維持作業車両購入事業 11, 500

421, 000文化会館指定管理事業
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 墓地特会 1  

令 和 ８ 年 度 宇 治 市 墓 地 公 園 事 業 特 別 会 計 予 算  

 令 和 ８ 年 度 宇 治 市 の 墓 地 公 園 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は 、 次 に

定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  

48,1 00 千 円 と 定 め る 。  

歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 は 、「 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

第 １ 条  

２  



自 令和　８年度

至 令和１１年度

自 令和　８年度

至 令和１１年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和１２年度

自 令和　８年度

至 令和１１年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和１７年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

 第２表　債務負担行為 
(単位　千円)

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

ＤＸ推進支援業務委託事業 45, 000

ＪＲ宇治駅前自動車駐車場・近鉄大久保駅前自
動車駐車場指定管理事業 30, 000

植物公園指定管理事業 1, 036, 000

132, 000
左の金額に対す
る利息額及び事
務費をそれぞれ
加算した額

黄檗公園再整備事業（プール改修） 120, 000

株式会社日本政策金融公庫小規模事業者経営改
善資金貸付制度に対する利子補給補助
（令和８年度融資分）

融資金利子の内1. 4%の利率に相
当する額。ただし、融資金利子
が1. 4%を下回る場合はその融資
金利子に相当する額（融資実行
日から36ヵ月分）

382, 000黄檗公園・東山公園・西宇治公園指定管理事業

産業振興センター長寿命化事業（エレベー
ター） 23, 800

宇治伊勢田線道路築造用地購入事業

巨椋ふれあい運動ひろば指定管理事業 2, 100

清掃車両購入事業

宇治市中小企業低利融資制度に対する利子補給
補助（令和８年度緊急融資分）

融資金利子に相当する額（融
資実行日から24ヵ月分）

42, 000

道路維持作業車両購入事業 11, 500

421, 000文化会館指定管理事業
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自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和１１年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

 第２表　債務負担行為 
(単位　千円)

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

宇治西小倉学園整備事業（グラウンド等整備） 237, 000

北小倉地域公園整備事業（解体工事） 210, 000

学校給食調理委託事業（菟道小学校、大開小学
校、宇治小学校、岡屋小学校） 293, 000

小学校空調設備整備事業（北槇島小学校、西大
久保小学校、平盛小学校、宇治小学校、岡屋小
学校）

31, 000

東宇治中学校改築事業（体育館解体・武道場整
備） 28, 400

中学校空調設備整備事業（宇治中学校、北宇治
中学校、広野中学校、東宇治中学校、木幡中学
校、黄檗中学校）

589, 100

29, 900

総合野外活動センター指定管理事業 678, 000

北小倉地域公園整備事業（建物基本設計等）

 一般会計 9 

 水道会計 3  

（ 債 務 負 担 行 為 ）  

第 ５ 条  債 務 負 担 行 為 を す る こ と が で き る 事 項 、 期 間 及 び 限

度額 は、 次 のと おり と定 め る。  

   （ 単 位  千 円 ）  
事 項 期 間 限 度 額  

上 下 水 道 指 定 工 事 事 業 者 登 録 委 託
業 務  

自  令 和 08 年 度  
至  令 和 10 年 度  

8, 000 

琵 琶 配 水 区 （ 宇 治 地 区 ） 基 幹 管 路
詳 細 設 計 委 託 業 務  

自  令 和 08 年 度  
至  令 和 09 年 度  

51, 000 

西 小 倉 浄 水 場 の 配 水 設 備 ほ か 改 良
事 業  

自  令 和 08 年 度  
至  令 和 10 年 度  

448, 000 

（ 企 業 債 ）  

第 ６ 条  起 債 の 目 的 、 限 度 額 、 起 債 の 方 法 、 利 率 及 び 償 還 の

方法 は、 次 のと おり と定 め る。  

（単位　千円）

1, 082, 200

　証券発行の
方法によって
起債する場合
発行価格が額
面金額を下回
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額。

　証書借入
　　又は
　証券発行

　発行価格
は額面金額
100円につき
98円以上と
する。

　年５％以内

　ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率。

　政府資金につ
いてはその融資
条件による。銀
行その他の場合
には、その債権
者と協定するも
のとする。
　ただし、財政
等の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮
し、もしくは繰
上償還又は借換
えすることがで
きる。

1, 082, 200

償還の方法

上水道事業債

合　　　計

起債の目的 限　　度　　額 起債の方法 利　率

 
 

 

 





 
第

（単位　千円）

起債の方法 利　率 償還の方法

総合野外活動センター整備事
業債 118, 800

生涯学習センター整備事業債 309, 000

林業施設災害復旧事業債 2, 600

河川等災害復旧事業債 50, 000

８年度借換債 300, 700

5, 666, 600

年５％以内

あただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率の見直しをあ
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率。あ

あ政府資金につ
いてはその融資
条件による。銀
行その他の場合
には、その債権
者と協定するも
のとする。ああ
　ただし、財政
等の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮あ
し、もしくは繰
上償還又は借換
えすることがで
きる。ああああ
あああああ

合         計

起　債　の　目　的 限　　度　　額

あ証券発行の
方法によって
起債する場合
発行価格が額
面金額を下回
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額。あ

あ証書借入0
ああ又はあ0
あ証券発行0

あ発行価格0
は額面金額0
100円につき
98円以上と0
する。ああ0
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令 和 ８ 年 度 宇 治 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算  

 令 和 ８ 年 度 宇 治 市 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は 、

次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

17,5 25,0 00 千 円 と 定 め る 。  

歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 は 、「 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

（ 一 時 借 入 金 ）  

地 方 自 治 法 第 ２ ３ ５ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 一

時 借 入 金 の 借 入 れ の 最 高 額 は 、1,500 ,000 千 円 と 定

め る 。  

 

 

第 １ 条  

２  

第 ２ 条  

 

 

令 和 ８ 年 度 宇 治 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算  

 令 和 ８ 年 度 宇 治 市 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は 、

次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

17,5 25,0 00 千 円 と 定 め る 。  

歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 は 、「 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

（ 一 時 借 入 金 ）  

地 方 自 治 法 第 ２ ３ ５ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 一

時 借 入 金 の 借 入 れ の 最 高 額 は 、1,500 ,000 千 円 と 定

め る 。  

 

 

第 １ 条  

２  

第 ２ 条  

 





 

令 和 ８ 年 度 宇 治 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算  

 令 和 ８ 年 度 宇 治 市 の 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は 、

次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

4,41 9,000 千 円 と 定 め る 。  

歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 は 、「 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

 

 

第 １ 条  

２  

 

令 和 ８ 年 度 宇 治 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算  

 令 和 ８ 年 度 宇 治 市 の 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は 、

次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

4,41 9,000 千 円 と 定 め る 。  

歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 は 、「 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

 

 

第 １ 条  

２  



 

令 和 ８ 年 度 宇 治 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算  

 令 和 ８ 年 度 宇 治 市 の 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は 、 次 に

定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

18,7 82,0 00 千 円 と 定 め る 。  

歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 は 、「 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

（ 一 時 借 入 金 ）   

地 方 自 治 法 第 ２ ３ ５ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 一

時 借 入 金 の 借 入 れ の 最 高 額 は 、1,000 ,000 千 円 と 定

め る 。  

 

第 １ 条  

２  

第 ２ 条  

 

令 和 ８ 年 度 宇 治 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算  

 令 和 ８ 年 度 宇 治 市 の 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は 、 次 に

定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

18,7 82,0 00 千 円 と 定 め る 。  

歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 は 、「 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

（ 一 時 借 入 金 ）   

地 方 自 治 法 第 ２ ３ ５ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 一

時 借 入 金 の 借 入 れ の 最 高 額 は 、1,000 ,000 千 円 と 定

め る 。  

 

第 １ 条  

２  

第 ２ 条  





自 令和　８年度

至 令和１１年度

自 令和　８年度

至 令和１１年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和１２年度

自 令和　８年度

至 令和１１年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和１７年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

 第２表　債務負担行為 
(単位　千円)

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

ＤＸ推進支援業務委託事業 45, 000

ＪＲ宇治駅前自動車駐車場・近鉄大久保駅前自
動車駐車場指定管理事業 30, 000

植物公園指定管理事業 1, 036, 000

132, 000
左の金額に対す
る利息額及び事
務費をそれぞれ
加算した額

黄檗公園再整備事業（プール改修） 120, 000

株式会社日本政策金融公庫小規模事業者経営改
善資金貸付制度に対する利子補給補助
（令和８年度融資分）

融資金利子の内1. 4%の利率に相
当する額。ただし、融資金利子
が1. 4%を下回る場合はその融資
金利子に相当する額（融資実行
日から36ヵ月分）

382, 000黄檗公園・東山公園・西宇治公園指定管理事業

産業振興センター長寿命化事業（エレベー
ター） 23, 800

宇治伊勢田線道路築造用地購入事業

巨椋ふれあい運動ひろば指定管理事業 2, 100

清掃車両購入事業

宇治市中小企業低利融資制度に対する利子補給
補助（令和８年度緊急融資分）

融資金利子に相当する額（融
資実行日から24ヵ月分）

42, 000

道路維持作業車両購入事業 11, 500

421, 000文化会館指定管理事業
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 墓地特会 1  

令 和 ８ 年 度 宇 治 市 墓 地 公 園 事 業 特 別 会 計 予 算  

 令 和 ８ 年 度 宇 治 市 の 墓 地 公 園 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は 、 次 に

定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  

48,1 00 千 円 と 定 め る 。  

歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 は 、「 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

第 １ 条  

２  

 墓地特会 1  

令 和 ８ 年 度 宇 治 市 墓 地 公 園 事 業 特 別 会 計 予 算  

 令 和 ８ 年 度 宇 治 市 の 墓 地 公 園 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は 、 次 に

定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  

48,1 00 千 円 と 定 め る 。  

歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 は 、「 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

第 １ 条  

２  

 水道会計 1  

令 和 ８ 年 度 宇 治 市 水 道 事 業 会 計 予 算  
（ 総 則 ）  

第 １ 条  令 和 ８ 年 度 宇 治 市 水 道 事 業 会 計 の 予 算 は 、 次 に 定 め
ると こ ろ に よる 。  

（ 業 務 の 予 定 量 ）  
第 ２ 条  業 務 の 予 定 量 は 、 次 の と お り と す る 。  
（ １ ） 給 水 人 口  177, 600 人  
（ ２ ） 給 水 戸 数  86, 070 戸  
（ ３ ） 年 間 総 配 水 量  19, 116, 000 ㎥  
（ 内 訳 ）                  （ 単 位  ㎥ ）  

 

宇治 西小倉 広野町 池尾

4, 693, 000 1, 009, 000 412, 000 2, 000 13, 000, 000

自己水源（浄水場） 京都府営
水道

 
（ ４ ） 一 日 平 均 配 水 量  52, 400 ㎥  
（ ５ ） 一 日 最 大 配 水 量  57, 700 ㎥  
（ ６ ） 一 人 一 日 平 均 配 水 量  295* L*  
（ ７ ） 一 人 一 日 最 大 配 水 量  325* L*  
（ ８ ） 主 要 な 建 設 改 良 事 業   
（ ア ） 施 設 改 良 事 業  1, 990, 484 千 円  

     下 水 道 受 託 工 事 ほ か  
φ 50mm～ 350mm L=515m 

老 朽 管 更 新 等 に 伴 う 配 水 管 改 良 工 事 ほ か  
φ 50mm～ 500mm L=3, 103m 

配 水 管 改 良 工 事 等 に 伴 う 舗 装 本 復 旧 工 事  
A=17, 250 ㎡  

浄 水 配 水 施 設 改 良 工 事  
 浄 水 配 水 施 設 改 良 工 事 一 式  

 

 水道会計 1  

令 和 ８ 年 度 宇 治 市 水 道 事 業 会 計 予算  
（ 総 則 ）  

第 １ 条  令 和 ８ 年 度 宇 治 市 水 道 事 業 会 計 の 予 算 は 、 次 に 定 め
ると ころ に よる 。  

（ 業 務 の 予 定 量 ）  
第 ２ 条  業 務 の 予 定 量 は 、 次 の と お りと す る。  
（ １ ） 給 水 人 口  177, 600 人  
（ ２ ） 給 水 戸 数  86, 070 戸  
（ ３ ） 年 間 総 配 水 量  19, 116, 000 ㎥  
（ 内 訳 ）                  （ 単 位  ㎥ ）  

 

宇治 西小倉 広野町 池尾

4, 693, 000 1, 009, 000 412, 000 2, 000 13, 000, 000

自己水源（浄水場） 京都府営
水道

 
（ ４ ） 一 日 平 均 配 水 量  52, 400 ㎥  
（ ５ ） 一 日 最 大 配 水 量  57, 700 ㎥  
（ ６ ） 一 人 一 日 平 均 配 水 量  295* L*  
（ ７ ） 一 人 一 日 最 大 配 水 量  325* L*  
（ ８ ） 主 要 な 建 設 改 良 事 業   
（ ア ） 施 設 改 良 事 業  1, 990, 484 千 円  

     下 水 道 受 託 工 事 ほ か  
φ 50mm～ 350mm L=515m 

老 朽 管 更 新 等 に 伴 う 配 水 管 改 良 工事 ほか  
φ 50mm～ 500mm L=3, 103m 

配 水 管 改 良 工 事 等 に 伴 う 舗 装 本 復旧 工事  
A=17, 250 ㎡  

浄 水 配 水 施 設 改 良 工 事  
 浄 水 配 水 施 設 改 良 工 事 一 式  

 



自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和１１年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和　９年度

自 令和　８年度

至 令和１３年度

 第２表　債務負担行為 
(単位　千円)

事　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

宇治西小倉学園整備事業（グラウンド等整備） 237, 000

北小倉地域公園整備事業（解体工事） 210, 000

学校給食調理委託事業（菟道小学校、大開小学
校、宇治小学校、岡屋小学校） 293, 000

小学校空調設備整備事業（北槇島小学校、西大
久保小学校、平盛小学校、宇治小学校、岡屋小
学校）

31, 000

東宇治中学校改築事業（体育館解体・武道場整
備） 28, 400

中学校空調設備整備事業（宇治中学校、北宇治
中学校、広野中学校、東宇治中学校、木幡中学
校、黄檗中学校）

589, 100

29, 900

総合野外活動センター指定管理事業 678, 000

北小倉地域公園整備事業（建物基本設計等）
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 水道会計 2  

（ 収 益 的 収 入 及 び 支 出 ）  
第 ３ 条  収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 、 次 の と お り と 定 め

る。  
収  入  

第 １ 款  水 道 事 業 収 益  4, 549, 023 千 円  
 第 １ 項  営 業 収 益  3, 284, 414 千 円  
 第 ２ 項  営 業 外 収 益  1, 264, 487 千 円  
 第 ３ 項  特 別 利 益  122 千 円  
  

支  出  
第 １ 款  水 道 事 業 費 用  4, 540, 547 千 円  
 第 １ 項  営 業 費 用  4, 385, 717 千 円  
 第 ２ 項  営 業 外 費 用  147, 261 千 円  
 第 ３ 項  特 別 損 失  6, 569 千 円  
 第 ４ 項  予 備 費  1, 000 千 円  
（ 資 本 的 収 入 及 び 支 出 ）  

第 ４ 条  資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 、 次 の と お り と 定 め
る （ 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 す る 額
874, 546 千 円 は 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本
的収 支 調 整 額 154, 202 千 円 、 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保
資 金 352, 864 千 円 及 び 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金
367, 480 千 円 で 補 て ん す る も の と す る 。）。  

収  入  
第 １ 款  資 本 的 収 入  1, 621, 078 千 円  
 第 １ 項  企 業 債  1, 082, 200 千 円  
 第 ２ 項  工 事 負 担 金  65, 537 千 円  
 第 ３ 項  補 助 金  96, 786 千 円  
 第 ４ 項  出 資 金  376, 555 千 円  

 
支  出  

第 １ 款  資 本 的 支 出  2, 495, 624 千 円  
 第 １ 項  建 設 改 良 費  2, 014, 634 千 円  
 第 ２ 項  企 業 債 償 還 金  479, 990 千 円  
 第 ３ 項  予 備 費  1, 000 千 円  
  

 水道会計 3  

（ 債 務 負 担 行 為 ）  

第 ５ 条  債 務 負 担 行 為 を す る こ と が で き る 事 項 、 期 間 及 び 限

度額 は 、 次 のと おり と定 め る。  

   （ 単 位  千 円 ）  
事 項 期 間 限 度 額  

上 下 水 道 指 定 工 事 事 業 者 登 録 委 託
業 務  

自  令 和 08 年 度  
至  令 和 10 年 度  

8, 000 

琵 琶 配 水 区 （ 宇 治 地 区 ） 基 幹 管 路
詳 細 設 計 委 託 業 務  

自  令 和 08 年 度  
至  令 和 09 年 度  

51, 000 

西 小 倉 浄 水 場 の 配 水 設 備 ほ か 改 良
事 業  

自  令 和 08 年 度  
至  令 和 10 年 度  

448, 000 

（ 企 業 債 ）  

第 ６ 条  起 債 の 目 的 、 限 度 額 、 起 債 の 方 法 、 利 率 及 び 償 還 の

方法 は 、 次 のと おり と定 め る。  

（単位　千円）

1, 082, 200

　証券発行の
方法によって
起債する場合
発行価格が額
面金額を下回
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額。

　証書借入
　　又は
　証券発行

　発行価格
は額面金額
100円につき
98円以上と
する。

　年５％以内

　ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率。

　政府資金につ
いてはその融資
条件による。銀
行その他の場合
には、その債権
者と協定するも
のとする。
　ただし、財政
等の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮
し、もしくは繰
上償還又は借換
えすることがで
きる。

1, 082, 200

償還の方法

上水道事業債

合　　　計

起債の目的 限　　度　　額 起債の方法 利　率

 
 

 

 

 水道会計 3  

（ 債 務 負 担 行 為 ）  

第 ５ 条  債 務 負 担 行 為 を す る こ と が で き る 事 項 、 期 間 及 び 限

度額 は、 次 のと おり と定 め る。  

   （ 単 位  千 円 ）  
事 項 期 間 限 度 額  

上 下 水 道 指 定 工 事 事 業 者 登 録 委 託
業 務  

自  令 和 08 年 度  
至  令 和 10 年 度  

8, 000 

琵 琶 配 水 区 （ 宇 治 地 区 ） 基 幹 管 路
詳 細 設 計 委 託 業 務  

自  令 和 08 年 度  
至  令 和 09 年 度  

51, 000 

西 小 倉 浄 水 場 の 配 水 設 備 ほ か 改 良
事 業  

自  令 和 08 年 度  
至  令 和 10 年 度  

448, 000 

（ 企 業 債 ）  

第 ６ 条  起 債 の 目 的 、 限 度 額 、 起 債 の 方 法 、 利 率 及 び 償 還 の

方法 は、 次 のと おり と定 め る。  

（単位　千円）

1, 082, 200

　証券発行の
方法によって
起債する場合
発行価格が額
面金額を下回
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額。

　証書借入
　　又は
　証券発行

　発行価格
は額面金額
100円につき
98円以上と
する。

　年５％以内

　ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率。

　政府資金につ
いてはその融資
条件による。銀
行その他の場合
には、その債権
者と協定するも
のとする。
　ただし、財政
等の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮
し、もしくは繰
上償還又は借換
えすることがで
きる。

1, 082, 200

償還の方法

上水道事業債

合　　　計

起債の目的 限　　度　　額 起債の方法 利　率

 
 

 

 

 水道会計 4  

（ 一 時 借 入 金 ）  

第 ７ 条  一 時 借 入 金 の 限 度 額 は 、 2, 000, 000 千 円 と 定 め る 。  

 

 （ 予 定 支 出 の 各 項 の 経 費 の 金 額の 流用 ）  

第 ８ 条  予 定 支 出 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 す る こ と が で き

る場 合は 、 次の とお りと 定 める 。  

（ １ ） 営 業 費 用 と 営 業 外 費 用及 び特 別損 失 との 間  
 （ 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば 流 用す るこ と がで きな い経 費 ）  

第 ９ 条  次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 、 そ の 経 費 の 金 額 を そ れ

以 外 の 経 費 の 金 額 に 流 用 し 、 又 は そ れ 以 外 の 経 費 を

そ の 経 費 の 金 額 に 流 用 す る 場 合 は 、 議 会 の 議 決 を 経

なけ れば な らな い。  

（ １ ） 職 員 給 与 費  637, 467 千 円  
  

 （ 他 会 計 か ら の 補 助 金 ）  

第 １ ０ 条  水 道 料 金 等 減 免 事 業 、 低 所 得 者 水 道 使 用 料 減 額 事

業 及 び 上 水 道 事 業 債 等 利 子 償 還 に 充 て る た め 一 般

会計 から こ の会 計へ 補助 を 受け る金 額は 、774, 581

千 円 で あ る 。  

 （ た な 卸 資 産 購 入 限 度 額 ）  

第 １ １ 条  た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額 は 、45, 104 千 円 と 定 め る 。 

 



宇治市告示第６２号  

   指定納付受託者の指定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１

項の規定により、指定納付受託者を次のとおり指定したので、同条

第２項の規定により告示します。  

  令和８年５月１日  

                  宇治市長 松村 淳子  

１ 指定納付受託者の名称及び事務所の所在地  

⑴ 株式会社トラストバンク 

東京都品川区上大崎三丁目１番１号 

⑵  株式会社アイモバイル  

東京都渋谷区桜丘町２２番１４号Ｎ．Ｅ．Ｓ．ビルＮ棟２階 

⑶ 楽天グループ株式会社 

東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号楽天クリムゾンハウス 

⑷  株式会社さとふる  

   東京都中央区京橋二丁目２番１号京橋エドグラン１３階  

⑸ 京都クレジットサービス株式会社  

京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町７３１番地  

⑹ 京銀カードサービス株式会社  

京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町７３１番地  

⑺ ＰａｙＰａｙ株式会社  

東京都千代田区紀尾井町１番３号  

⑻ 株式会社ＤＧフィナンシャルテクノロジー  

東京都渋谷区恵比寿南三丁目５番７号  

⑼ 株式会社ＪＡＬＵＸ  

東京都港区港南一丁目２番７０号品川シーズンテラス１２階  

⑽ アマゾンジャパン合同会社  

東京都目黒区下目黒一丁目８番１号  

２ 指定納付受託者が行う歳入の種類  

   宇治市ふるさと応援寄附金  

３ 指定日  

   令和８年４月１日  



宇治市告示第６４号  

   「地縁による団体」の告示事項の変更について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項

の規定により、槇島三軒家町内会より、告示された事項に変更があ

った旨の届出がありましたので、同条第１０項の規定により告示し

ます。  

  令和８年５月１日  

宇治市長  松村  淳子    

変更のあった事項及びその内容  

変更のあった

事項  
    新       旧  

主たる事務所   

 

 

代表者の氏名    

代表者の住所   

 

 

変更年月日  

 令和８年４月１日  


